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松前町競争入札参加資格停止措置要綱第２条第１項
別表第２第２項第３号

松前町競争入札参加資格停止措置について

松前町は、「松前町競争入札参加資格停止措置要綱」に基づき違反した有資格業者に対し、下記のとおり資格停止措置を行ったのでお知らせします。

松前町競争入札参加資格停止措置一覧表

商号 所在地 措置日 期間 措置要件


